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新年のごあいさつ
　新年明けましておめでとうございます。法人会員の皆様

には、平成 30 年新春を清清しく迎えられたこととお慶び

申し上げます。

　昨年は、会員の皆様をはじめ役員の皆様には法人会活動

に多大なご協力を賜り、お陰様で各事業を順調に推進する

ことができましたこと御礼申し上げます。また、各事業を実

施するにあたり、北沢税務署長奥村信一様はじめ幹部の皆

様、関連団体の皆様方には多大なるご指導を賜りましたこ

と心中より感謝申し上げます。

　昨年1 月にはトランプ氏がアメリカ大統領に就任し、

TPP 離脱、メキシコ壁建造、難民受け入れ停止、IS 壊滅、オ

バマケア撤廃等トランプ色の政策をうちだしましたが、ロ

シアゲート疑惑、エルサレムのイスラエル首都認定問題等

で火種は絶えません。近隣の北朝鮮では核開発や弾道ミサ

イル発射、韓国でもパク・クネ大統領の弾劾や慰安婦像設

置など、昨年も世界が大きく揺れ動いた一年でありました。

　日本でも、７月に九州北部豪雨により死者35 名、過去最

大の流木被害となりました。被害者の皆様の御健勝と一日

も早い復興を心より祈念申し上げます。また、7 月の都議選

では小池百合子氏の都民ファーストの会が圧勝しましたが

10 月の衆議院選挙では自民党が圧勝し、希望の党は惨敗で

した。森友・加計学園問題に絡む忖度や文書保管問題等で

国会は多くの時間を費やされましたが疑惑は残ったままで

す。明るい話題としては藤井聡太四段の公式戦29 連勝や、

羽生名人の永世七冠達成による将棋フィーバー等ありまし

たが、国内も激動の一年でした。

　景気対策の一環として日銀によるデノミ脱却を目指した

「大胆な金融緩和策(0 金利政策)」の継続等により、10 月に

は 21 年ぶりに日経平均株価 22,000 円台を突破しました

が、世田谷区の企業DI 値が示す通り中小企業の景況感は相

変わらず軟調に推移しています。

　このような状況下ではありましたが、当会は平成16 年に

制定した北沢法人会憲章である「めざします企業の繁栄と

社会への貢献」に基づき、会員各位の企業が健全に発展する

ことがすなわち社会貢献の第一義であるとの基本理念に

則って法人会活動を続けて参りました。昨年は「税知識の

普及」と「納税意識の向上」を目指し、小学生対象の「税に

関する絵はがきコンクール」などの租税教育の実施、決算・

新設法人に対する説明会開催、さらにはe-Tax の普及推進。

また平成 31 年 10 月からの消費税10% への引き上げに伴

う「軽減税率対策補助金制度等説明会」など、税に関する公

益活動や、地域の皆様に多数ご参加いただいた坂東眞理子

氏の公開講演会(「女性の目から見た働き方改革について」)

の開催、クリーンウォークなどの公益事業を実施いたしま

した。

　今年はさらに公益法人と呼ばれるにふさわしい公益事業

と会員のための共益親睦事業をバランスよく実施してまい

りますので会員の皆様には、なお一層のご協力をお願い申

し上げます。また、会員の皆様には法人会の保険制度への加

入や各種の福利施設および厚生制度の利用によるメリット

も享受していただきますようお願い申しあげます。

　法人会は地域の異業種である法人が集って「税について」

「地域企業の発展について」「地域社会への貢献について」考

え実践することができる唯一の場です。この「マグネティッ

ク・フィールド」を皆様と一緒に育て活かすことによって

法人会を有意義な会にしていきたいと思います。皆様のご

支援ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

　さて、今年の干支は戊戌 ( つちのえいぬ)。「戊」には「植

物の成長の最盛期」の意味があります。昨年草木が枯れてし

まったとしてもそれを肥やしとして今年は一気に成長する

年と言われております。本年が皆様にとりまして新たな飛

躍の年となりますことを祈念申し上げ、皆様方のご健勝と

ご事業の益々のご発展を心よりお祈り申し上げまして、年

頭のごあいさつとさせて頂きます。

会長　飯野　光彦

新春を迎えて
飯野 北沢法人会会長
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新年明けましておめでとうございます。

公益社団法人北沢法人会の会員の皆様方には、お健

やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年中は、飯野会長をはじめ、会員の皆様方には、

税務行政に対しまして格別のご理解とご支援を賜り、

お陰様で署務運営も円滑に推移しました。改めて、厚

く御礼申し上げますとともに、本年もどうぞよろしく

お願い申し上げます。

昨年の貴会の活動を振り返りますと、地域社会にお

ける税のオピニオンリーダーとして、税に関する研修

会をはじめ、せたがや梅まつりでの「税金クイズ」、小

学生の「税に関する絵はがきコンクール」の開催など、

税知識の普及や納税意識の高揚に努められました。ま

た、地域企業の健全な発展に資する活動として「公開

講演会」を開催され、会員及び地域の皆様方の期待に

応えるとともに、「北澤八幡神社例大祭」への出店、せ

たがや産業フェスタにおける「クリーンウォーク」の

開催など、地域に密着した幅広い社会貢献活動にも取

り組まれました。

このような様々な活動が実施できたことは、ひとえ

に、会員の皆様方の法人会活動に対するご熱意と連綿

と続く良き伝統の力の賜物であります。

これまでの貴会の活動に対しまして、改めて敬意を

表するとともに、大変心強く感じる次第であります。

さて、私ども国税組織に課された使命は、「納税者の

自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」

ことであり、その使命を果たすため、e-Tax などのＩ

ＣＴを活用して、納税者の皆様にとって利便性の高い

申告・納付手段を充実させ、納税者サービスの充実に

努めるとともに、「適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」

に向けて、納税環境の整備を進めていくことが重要で

あると考えております。

とりわけ e-Tax は、納税者、税務当局の双方におい

てメリットがあり、更なる普及と定着に向けて今後と

も取り組んでまいりたいと考えておりますので、引き

続き、皆様方のお力添えを賜りますようお願い申し上

げます。

さて、間もなく平成 29 年分の所得税・贈与税の確定

申告の時期を迎えます。本年も「ベルサール渋谷ファー

スト」に当署を含めた渋谷署・世田谷署・玉川署・目

黒署の５署合同による署外申告書作成会場を開設いた

します。昨年同様、混雑が予想されますので、e-Tax

による申告・納税、あるいは国税庁ホームページの「確

定申告書等作成コーナー」をご利用ください。

特に、昨年から導入されたマイナンバー制度に伴い、

個人の確定申告書の提出は、紙の申告書より e-Tax

による方が簡単、便利になっておりますので、是非

e-Tax による申告にご協力賜りますようお願い申し上

げます。

結びに当たりまして、この新しい年が公益社団法人北

沢法人会の益々のご発展と会員の皆様方のご健勝並び

にご事業のご繁栄の年となりますよう、心から祈念いた

しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

新春を迎えて
奥村 北沢税務署長
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平成 29 年度  納 税 表 彰 式

　平成 29 年 11 月 15 日 ( 水) 、成城ホールにて恒例の

納税表彰式が行われました。

　本年の納税表彰においては、栄誉ある東京国税局長表

彰を当会相談役の山﨑富美子氏が受彰したほか、署長表

彰並びに署長感謝状を市川 孝氏、廣瀬 淡氏、伊藤太久三 

氏、廣瀬 節代氏の４名が受彰しました。

　当日は、多くの列席者が参加し、式典では奥村北沢税務

署長より表彰状ならびに感謝状の贈呈が厳粛な雰囲気の

中で執り行われ、ご来賓の祝辞の後、受彰者代表あいさつ

を当会の廣瀬副会長が行いました。

　すべての式典がとどこおりなく無事に終了し、記念撮影

後には、祝賀会が催されました。

東京国税局長表彰
山﨑 富美子氏

署長表彰
市 川  孝 氏

署長表彰
廣 瀬  淡 氏

署長感謝状
伊藤 太久三 氏

署長感謝状
廣瀬  節代 氏

祝賀会会場にて

《署長表彰ほかを受彰した皆様》

一
、 

国
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、 
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沢
税
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呈
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等
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感
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披
露

一
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一
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世
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都
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事
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長

　   

世
田
谷
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長
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沢
税
務
協
力
団
体
代
表

一
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受
彰
者
代
表
あ
い
さ
つ

式　　次　　第

《署長感謝状を受彰した皆様》
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税 制 改 正 要 望 書 提 出
今年も税制委員会では、皆様からいただいた「税制改正要望」に関す

るアンケート結果をもとに、「平成 30 年度税制改正に関する提言」が平

成 29 年 10 月 5 日全国大会・福井大会で決議されたことをうけ、当会

からも提言書を関係方面に提出させていただきましたのでご報告いた

します。

「税を考える週間」に合わせ、11 月14 日( 火) に善養寺副会長と大石税

制委員長と共に保坂世田谷区長を訪問しました。今年も玉川法人会の大

島税制委員長と松村事務局長も一緒に提出させていだきました。区長か

らは、ふるさと納税により世田谷区は税収が約 30 億円減少しているこ

と、空き家問題、区民が 90 万人を超えたこと等が話されました。

また 11 月 17 日( 金) には、衆議院東京 6 区の越智隆雄議員( 自民)

にも提出しました。越智議員は、10 月再選後も経済財政担当副大臣に就

かれ、善養寺副会長からの提言の概略を熱心に聞いていただき、出来る

だけ要望が実現するように努力していただけるとのお言葉をいただき

ました。

（事務局　廣住　純） 越智隆雄議員への提出

保坂区長への提出
(左から保坂区長、大石税制委員長、善養寺副会長)

平成 29 年度和風会総会
平成 29 年12 月４日( 月)17 時30 分よりオペラシティ東天紅

において、北沢和風会総会が開催されました。今年も11 月15 日

( 水) に納税表彰式で表彰された方々の中から11 名が当日もご参

加いただきました。

法人会からは「東京国税局長表彰」を受彰された山﨑相談役他、

「署長表彰」の広瀬副会長、市川参与。「署長感謝状」の広瀬女性部会

長、伊藤太久三参与が出席し、第一部の総会では赤い胸章をつけ皆

様から祝福を受けられました。また神保前監事が秋の叙勲で

旭日双光章を受章されたことも報告されました。

第二部では奥村署長に「国税の職場における人材育成( 研修)

について」ご講演いただきました。

第三部の懇談会では5 名の歴代北沢税務署長にもご出席い

ただき、受彰された方々と懐かしい話で盛り上がった様子で

した。来年も多くの会員の皆様が受彰し北沢和風会にご入会

されることを願っております。

（事務局　廣住　純）

第 1 部  総会議長
松林和風会会長

第 2 部  署長講演
奥村税務署長

第 3 部懇談会の中締めは北山東京税理士会北沢支部長
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 坂東眞理子氏 公開講演会
〜女性の目から見た働き方改革について〜 

閉会あいさつ

善養寺 副会長

司　会

丸 山 経堂支部長

平成 29 年 11 月 28 日（火）成城ホールにて午後６

時30 分より、坂東眞理子氏による公開講演会を開催し

ました。

事前申し込みの出足がゆっくりでしたが、当日は一般

の参加も多く、追加の椅子を100 席設けるほどで当初の

予定を超える345 名のご参加をいただきまして本当に

ありがとうございました。今年は当日講演会を知って訪

れた方も会場内にスムーズに入ることが出来ました。

今回は会長の推薦により、行政官のキャリアとして働

きながら2 児の子育てを両立、現在は昭和女子大学総長

を務められている坂東先生に、自身のご経験を生かして

女性のライフスタイルについてお話されました。日本の

過去のライフスタイルとは女性は結婚したら家庭に専

念し内助の功が美徳とされました。現在は夫婦は共働き

が中心で、独身で過ごす方も増えています。少子化が深

刻になり仕事と家庭、子育ての両立は厳しくなっていま

す。未来の日本の為にどの様に男女それぞれの役割を考

え協力していったら良いのか、出来る家事の分担や育児

休業制度の活用など、個々の家庭や一つ一つの職場から

理解と地道な努力が必要なのだと改めて考えさせられ

ました。

この度は微力ながら実行委員長を仰せつかりました

が、会長、事務局、委員長はじめ委員の皆様、受付のお手

伝い、SKT と重なっているのに準備を手伝ってくれた

青年部の皆様、司会を務めてくださった丸山支部長、全

てのご協力くださった皆様のおかげで無事成功裏に終

わった事を深く感謝致します。

（公益事業副委員長 実行委員長 鳥居 佐智子）

講　師：坂東眞理子氏

開会あいさつ

飯 野 会長

大勢の方々に来場頂き、満席となった会場▶︎
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第 7 回 「税に関する絵はがきコンクール」表彰式

　平成 29 年11 月 22 日16 時から北沢法人

会館の大会議室にて、法人会飯野会長、奥村北

沢税務署長、土屋都税事務所長、光風会理事桂

川先生始め税務署の皆様、法人会副会長等ご参加頂きま

した。入賞のお子様、ご父兄の皆様、松原小学校校長先

生、池之上小学校校長先生、武蔵丘副校長先生、担任の先

生方もご参加くださいました。表彰式の後で桂川先生に

よる上位入賞作品の総評もして頂きました。

　今年は 20 の小学校から, 前回を80 枚も上回る、716

枚もの応募が有り、力作ぞろいで選考委員の皆様も入選

作品を選ぶのに大変難航されておりました。北沢法人会

「税に関する絵はがき」は26 年度は全国法人会女連協会

長賞（全国一番)、27 年度は東法連女連協会長賞（東京

一番）でした。ハガキ貼り、選考会、表彰式、応募いただい

た全員に参加賞発送等、女性部会・事務局の皆様には大

変お世話になり有難うございました。今回も、各学校に

入賞者全員の載りましたポスターを送らせて頂き、また

梅丘駅前クロックタワーにもお礼の懸垂幕を掲げてい

ただきました。回を重ねる毎に各学校の応募も増えて、

今後のコンクールにも期待が持てると思っています。　 

（女性部会長 広瀬 節代）

広瀬女性部会長挨拶する飯野会長

最優秀賞　武蔵丘小学校    小林 明優翔

北沢法人会会長賞
世田谷小学校    岡本 太郎

選
考
委
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長
特
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賞
　
希
望
丘
小
学
校  

冨
浦 

悠
生

北
沢
法
人
会
女
性
部
会
長
賞

松
原
小
学
校   

幸
田 

雛
子

北
沢
税
務
署
長
賞
　
松
原
小
学
校   

鈴
木 

胡
春

世田谷都税事務所長賞
松原小学校  中村 向日葵

〜 税 に 関 す る 絵 は が き コ ン ク ー ル 上 位 ６ 作 品〜　（順不同／敬称略）
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女 性 部 会  福 祉 作 業 所 支 援
今年も、ボランティア活動の一環として 11 月 20, 21, 27, 

30 日に 大原福祉作業所にてお手伝いをさせて頂きました。

4 日間で16 名が参加しました。昨年に比べあまり作業はあ

りませんでしたが皆様と一緒の時間を過ごさせて頂き貴重な

体験となりました。作業所で作っている、素敵なオ

リジナルイラスト入りの珈琲をお土産に購入して

きました‼          

  ( 女性部会 副部会長　平塚 早苗)

全 国 青 年 の 集 い
　2017 年 11 月 9 日・10 日の両日、高知県民文化ホー

ル他の会場にて「第 31 回法人会全国青年の集い」が開

催されました。

　大会スローガンは【未来に継（つな）ぐ 絆 志国高知】。

参加部会員の熱い「絆」と「志」を『志国（しこく）高知』

においてより強固なものにする、といったコンセプト

のもと、全国からおよそ 2400 名の青年部会員が集い

ました。

　全国青年の集いに初参加であった私ですが、空港か

らホテル、高知城や桂浜などの観光地に至るまで、多

くの法人会バッジを付けた方々をお見受けし、これだ

けの方々がおみえになるのかとただただ驚くばかりで

した。

　記念講演では同県出身の間寛平さんが登壇されまし

た。メイン会場のチケットは２日間で無くなるという

人気ぶりだったそうですが、講演の内容もその期待を

裏切らない非常に濃いものでした。借金を背負っての

東京進出からその借金を返済するまでの話や、これま

で参加された数々のマラソンの裏話など、そのご経験

をたっぷり伺うことができました。時に聞く皆を頷か

せ、時に会場を爆笑の渦に巻き込むその話術は本当に

素晴らしいものでした。

　また、講演会場の隣地にある鏡川みどりの広場では、

物産展が開催されていました。ブースにてかつおのたた

きやいわ

しつみれ

汁 な ど、

地元自慢

の 特 産

物の数々

が用意さ

れ、それらを楽しみながら部会員同士が親睦を深める

という具合でした。各ブースを拝見しながら歩いている

と、そこかしこから様々な方言が聞こえてきて、法人会

が全国組織であることを実感できました。

　尚、物産展や大懇親会の場において、SKT の３法人

会が集まって談笑していることが多くありました。そ

の雰囲気の明るさは他の法人会と比べても突出してい

るように見受けられ、長年活動を共にしてきた結束や

協調感は、このようなところでも滲み出てくるのだと

感じました。

　私は隣県の徳島の生まれ育ちですが、この度初めて高

知に出向かせて頂き、その魅力を存分に感じさせて頂く

ことができました。また、これだけの大きな大会を企画・

運営する法人会のパワーに感服致しました。次回の全国

青年のつどいは岐阜県で開催されます。皆様、来年一緒

に法人会のパワーを感じに参りましょう！！

（青年部 幹事  坂東 諭史）
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「税を考える週間」PR とオープニングセレモニー

　毎年11 月11 日〜17 日は「税を考える週間」として、

国税庁や税務署を中心に様々な広報広聴施策を実施する

とともに、税務行政に対するご意見やご要望をお寄せい

ただく期間としています。その期間を中心に北沢税務協

力団体は税務署の関係民間団体として、「税に関する絵は

がきコンクール」、公開講演会や各種説明会などを開催し

ます。

　そんな週間のオープニングセレモニーが平成 29 年

11 月10 日( 金) 11 時から烏山区民センター広場で開催

されました。当日は税務署幹部、北沢税務協力団体の皆様

に多数お集まりいただき、当番会として北沢法人会の飯

野会長に続き、奥村税務署長のご挨拶、そして梶原副会長

による開会宣言が

行われました。

　その後、今やお

馴 染 み の 国 税 庁

の キ ャ ラ ク タ ー

「イータ君」と一緒に各団体による記念写真撮影あとに、

「税を考える週間」のPR 用ポケットテッシュの配布の

ほか、広場に掲示した税に関する「作文( 納貯)」、「書道

( 青申)」、「絵はがき( 法人会)」そして「標語( 間税会)」の

作品を地域の皆様に見ていただくことが出来、有意義な

オープニングセレモニーとなりました。 

( 事務局　廣住 純)

　当会では北沢間税会と合同にて、平成 29 年11 月１日

（水）に北沢税務協力団体の「税を考える週間」の事業の

一環として、京王線下高井戸駅前にて「税を考える週間」

のPR ポケットティッシュなどの配布を行いました。

　当日は天気には恵まれたものの少々肌寒い天気でした

が、奥村北沢税務署長はじめ、署幹部の方々にも参加して

頂き積極的に配布しました。

　この日は、署の皆さんは朝から夕方にかけて各所に移動

し、準備したチラシとポケットティッシュの配布をはじ

め、それぞれの団体が用意したノベルティなどとともに通

行人に手渡して税務行政の理解・普及活動を行いました。 下高井戸駅前にてポケットティッシュの配布

「税に関する絵はがき」の展示パネル

葬儀全般・家族葬・直葬・慶弔・生花・花輪
〜 霊 安 室 も 完 備 し て い ま す 〜

株式会社 北 進　 おくりびと
代表取締役　北 澤 史 朗

本　 社：〒166-0013　杉 並 区 堀 ノ 内１−１７−２
世田谷営業所：〒156-0044　世田谷区赤堤5−4−4

TEL.03(3313)9444 http://hokushin.e-whs.net/

N

配布したポケットティシュの図柄
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第 3 回　大 玉 村 訪 問 ツ ア ー
　10 月22 日( 日)、台風 21 号真っ只中、予定通り朝７
時に北沢タウンホールを23 名の参加者とともに出発い
たしました。
　途中、アクシデントに遭いましたが、お昼の 12 時丁
度、大玉村の「うまいもの祭り会場」に無事到着、押山大
玉村長、遠藤大玉村議長様他のお迎えがありました。台
風で大雨でしたが、その悪天候を忘れるほど全員が楽し
くテントの中でバーベキューを頂きました。
　大玉村のお肉、お野菜、新米のおにぎりなど大変美味
しい食材がたくさん出てきてお腹も気持ちも大満足で
した。昼食後、大玉出身の初代マチュピチュ村長、野内与
吉さんの資料館「野内与吉資料館」を見学しました。与
吉さんのお孫さんで「日本マチュピチュ協会」会長、野
内セサル良郎氏自身が講演をしてくれました。
　その後、あだたら山麓のホテルにチェックイン後、医
用原子力技術研究振興財団の小野田様の講演「私たち
の暮らしと放射線」を受講し、シーベルトやベクレルに
ついて基本的な事を学習し、何が危険で何が安全か、ま
た現在は原発に近い一部の地域を除いてとても安全で
あることを学び、その講義についてのアンケートにも記
入しました。目に見えない放射能を数値にすることで目
に見える形で理解でき、大玉村など福島県内ほとんどの

地域が明確に安全であることがわかった講義でした。
　また「夕食・懇談会」では、押山村長、遠藤議長、他３名の
来賓挨拶がありました。懇談会では参加者の多くが来賓
の方々と楽しく懇親を深められ、大玉村と北沢法人会の
絆を深めることができ大変意義深いものになりました。
　翌 23 日は、「大玉村ふるさと資料館」を見学し、大玉村
の成り立ちを学び、その後「あだたらの里直売所」にて
大玉村の名産品を買うことで、参加者自らが風評を吹き
飛ばすことを行動で示せたと思います。お昼は、「アサヒ
ビール園本宮店」でおいしいビールとジンギスカン３種
の肉で盛り上がり、帰路につき、予定通り夕方６時、「下北

沢バスターミナル」到着し解散となりました。
　最後に、ハプニング多発の中、今回のバスツ
アー「大玉村国内外交流協会受託事業」に参加
していただいた会員の皆様、本当にありがと
うございました。また、台風の影響で本宮市の
見学が見送りとなったのは、大変残念ですが、
また次回のお楽しみということにしたいと思
います。

( 実行委員長 公益事業委員会  福本 賢太郎 )

皆さん、あけましておめでとうございます。今年の初夢はどうでしたか？今年も税金をもっと

知って頂きたいと思いますので、お役に立つ問題を出していきたいと思っております。今年もよ

ろしくお願いします。

Ｌｅｔ‘ｓ　ｔｒｙ！　　　　　　　　　
第 1 問　その役務の提供に対する支払いが、報酬・料金として源泉徴収の対象とならない
　　　　スポーツ選手は次のうちどれでしょう？
　　　　① プロ野球選手　  　② 力士　　　  ③ Ｊリーガー
第 2 問　次のうち、消費税の課税対象となる役務の提供はどれでしょう？
　　　　① プロゴルファーのベストドレッサー賞の賞金
　　　　② プロゴルファーのホールインワン賞の賞金
　　　　③ サラリーマンのホールインワン賞の賞金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊答えは 31 ページに掲載

  

教 

え 

て 

！

税ぜ
い
き
ん
ぱ
ち
せ
ん
せ
い

金
八
先
生
！
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　平成29 年10 月18 日（水）18 時より法人会館３Ｆ大会議室にて、北
沢税務署の福永亮上席を講師にお招きし、１時間 30 分の「公開税務研
修会」を開催いたしました。出席者は 24 名。出席した各法人の代表者を
はじめ社員の方も参加して熱心に講話に聞き入っておりました。
　2015 年の税制改正にともない、消費税の増税が決定しましたが、景
気低迷により消費税 10％は見送りされておりました。しかし 2019 年 
10 月より増税の実施予定となっております。
　消費税という言葉も耳慣れしたせいか、総じて関心が薄くなってきて
いると感じられますが、実際に10％の額は企業取引の中でも大きな割
合の額になると思います。その時に慌てないよう、今から知見し理解し
て準備する必要があるのではないでしょうか。
　日本では今後さらに少子高齢化が進む中、ますます財源が必要にな
ります。ぜひ税を正確・公平に徴収、無駄遣いを排除したうえで、有効に
使っていただきたいと思います。また「消費税の軽減税率制度」につき

平成 29 年 11 月 7 日( 火) 13 時 30 分から梅丘パークホールにて、

税制委員会主管による「年末調整等説明会」が開催されました。この説

明会は北沢税務署、世田谷区役所との共催で、当日は54 社にご参加いた

だきました。各社からは事前に必要書類と枚数を連絡いただいており、

当日受付時にセットでお渡しさせていただくメリット等もあります。

説明会開催にあたり善養寺副会長の開会挨拶に続き、北沢税務署から

は入江副署長のご挨拶もいただきました。

説明会は第1 部「年末調整関係」と第2 部「法定調書関係」をDVD 視

聴と北沢税務署担当者による補足説明、第3 部「給与支払報告書」は世

田谷区役所担当者による説明が行われ、予定どおり16 時前に終了しま

　平成 29 年11 月13 日（月）  旭鮨総本店において、東京税理士

会北沢支部より北山雅也支部長を講師としてお招きし税務研修

会を開催いたしました。

　内容は消費税の軽減税率制度についてです。「標準税率10％、軽

減税率8％、現行の消費税8％の経過措置の３つを区分して税額計

算を管理することになります」と冒頭から頭が痛くなるような説

明から始まりました。

　個人的には、インボイス制度が導入されると免税事業者は取引

から排除されてしまう恐れがあるという内容が気になりました。

　後半は軽減税率対策としての補助金制度の説明を受けました。

まだ予算が余っているとのことでした。いろいろと感想を書きま

したが、全体を通して研修を一度受けただけではよく理解できな

かったというのが正直のところ本音でございます。知らないとい

う事が不安につながるので、各支部でも定期的に開催されている

ので何度か研修を受ける必要性を感じました。

（桜上水支部　副支部長　高宮 英輝）

ましては、まだ理解していない点が多く
あるというご意見も聞かれました。
　最後に私共、税制委員会も消費税10％
の導入までの間、悠揚迫らぬ態度でいら
れるよう、積極的に理解する場を設けた
いと思っております。

  （税制委員長  大石  恵）

した。こうした説明会で、正しく適正な申

告が円滑に出来ることを普及させていく

重要性を改めて認識しました。

（事務局　廣住　純）
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新 入 会 員 の ご 紹 介　(順不同・敬称略 )

所属支部	 　　　　　　会　　員　　名	 　代表者名	 　　　　　　ご　住　所　／　所　在　地	
下 北 沢	 あやべふるさと大使	 大 槻　慶 子	 155-0031 世田谷区北沢1-20-15　パークハイツ東北沢404
下 北 沢		  大  部   　泰	 155-0031 世田谷区北沢1-33-2　ＭＫコーポ101
下 北 沢	 Baｒゴリラ	 吉 井　雄 一	 151-0073 渋谷区笹塚3-39-14　レピュート笹塚101
下 北 沢	 チャイ　カラオケ	 西 本　彰 二	 155-0031 世田谷区北沢2-9-13
下 北 沢	 株式会社Ｓ－ＦＩＴ ヘヤギメ下北沢店	 本 田　一 也	 155-0031 世田谷区北沢2-17-15　平和ビル２Ｆ
下 北 沢	 釜あげスパゲッテイ すぱじろう下北沢	 鈴  木  　圭	 155-0031 世田谷区北沢2-14-13　フタバビル1Ｆ
下 北 沢	 アリゾナビル	 岩 田　正 吾	 155-0031 世田谷区北沢2-33-11
下 北 沢		  戸 嶋　直 人	 155-0031 世田谷区代沢2-28-7
下 北 沢	 barnitas（Bar）	 渡 邊　浩 治	 171-0043 豊島区要町1-3-5要町マイコーポ405
下 北 沢	 もつや「長光」	 長 光　大 輔	 168-0083 杉並区和泉2-7-12　安藤ハイツ302
下 北 沢	 河野ビル	 河 野　宏 子	 155-0031 世田谷区北沢2-1-8河野ビル401
下 北 沢	 北沢レジデンシャル株式会社	 高  橋   　徹	 155-0331 世田谷区北沢2-25-13　田中ビル2階
下 北 沢	 アルマ・ムジカ小川企画有限会社	 小 川　圭 一	 155-0033 世田谷区代田5-35-30-102
下 北 沢	 FLCエンターティメント	 高 岡　若 葉	 155-0033 世田谷区代田5-27-10

平成 28 年 12 月～平成 29 年 11 月までに 95 社の皆様にご入会いただきまして有難うございました。
その内広報誌への掲載をご了承いただいた下記 77 社をご紹介させていただきます。ご入会有難うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 29 年 12 月　（組織委員長　馬場 宏明）

これからの情報伝達メディアを考える

㈱ ユニワールド
代表取締役　塩 原  孝 夫

〒156－0043  世田谷区松原 2－34－9
TEL 03（5376）7233  FAX 03（5376）7246

http://www.uni-w．com

〒157-0062 世田谷区南烏山3－1－9 第一長崎ビル201
TEL 03（3305）1744  FAX 03（3305）2766
E-mail : total-kikakusekkei@nifty.com

謹賀新年
　お陰様で30周年、法人会の皆様と共に前進

有限会社トータル企画設計
代表取締役 国 井  重 克

北沢法人会会員とご家族の葬儀支援サービス

㈱ 全国儀式サービス
代表取締役社長　伴　良 二

〒144－0051  大田区西蒲田 8－2－12
　　0120（421）493  TEL 03（3739）0755
　　　  （ヨニイーシクミ）

あけましておめでとうございます

ドコモショップ下北沢北口店
店    長 　茂  澤  麻衣子

〒155－0031 世田谷区北沢2－26－23EL.NIU1F
TEL 03(5478)1710   FAX 03(5478)1720

電 気 を 活 か す 先 進 技 術

㈱ ユ ー テ ッ ク
代表取締役会長　伊 藤 太久三

〒156－0057 世田谷区上北沢 5－5－12
TEL03（3306）1981 FAX03（3306）1985

http: //www.utec-um. co. jp

明けましてお目出度うございます

㈱ 脇 本 建 設
相  談  役　内 田  賢 作

〒155－0033 世田谷区代田 5－35－8 
TEL 03(3413)4160   FAX 03(3413)4161
E-mail:uchida@wakimoto-kensetsu.co.jp

プロパンガス販売・消防設備点検

㈱鈴木屋 野島防災
　　　取締役 　野 島　洋 二

〒156－0044 世田谷区赤堤4－48－4
TEL 03（3 3 2 1 ）2 1 0 2

木材のことなら当社におまかせ！
本年もよろしくお願いします。
 光  和  木  材  ㈲
代表取締役　武  市   通  孝

〒156－0041  世田谷区大原1－60－9
TEL 03（3466）4517  FAX 03（3466）5596

2018 年
正 月

2018 年
正 月 謹んで新春のお慶びを申し上げます謹んで新春のお慶びを申し上げます
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下 北 沢	 藤原友行政書士事務所	 藤  原　  友	 156-0041 世田谷区大原1-48-13
下 北 沢	 ドコモショップ下 北 沢南口店	 桐 山　忠 輔	 155-0031 世田谷区北沢2-12-6　リバーストーンビル1F
下 北 沢	 和光窯業株式会社	 松 野　忠 彦	 150-0013 渋谷区恵比寿1-29-15
下 北 沢		  髙  橋　  裕	 155-0032 世田谷区代沢5-21-13
下 北 沢	 株式会社Ｂｉｌｌｙ＆Ｋｅｎ	 髙 木　秀 人	 155-0031 世田谷区北沢2-33-6　奥田ビル1階
下 北 沢	 シンバル	 筧　  千  夏	 155-0031 世田谷区北沢1-32-2　ロビンスハイム302
下 北 沢	 株式会社あかばしゃ	 中 島　裕 貴	 157-0061 世田谷区北烏山6-26-25
下 北 沢	 井口建設株式会社　下 北 沢事務所	 井 口　智 雄	 155-0032 世田谷区代沢5-28-14
下 北 沢	 炭火　環七市場	 田 畑　幸 男	 155-0033 世田谷区代田4-6-21　伊藤ビル1Ｆ
下 北 沢		  角 田　祐 子	 155-0033 世田谷区代田1-9-8-401
代沢・代田	 鮮魚旬菜　さくら	 新 明　賢 司	 155-0032 世田谷区代沢4-29-10　ＤＲホームズ下 北 沢101
代沢・代田	 株式会社ブラン・エ・ノワール	 多 勢　健 一	 155-0032 世田谷区代沢4-41-8-1Ｆ　バーラストチャンス
代沢・代田	 蕎麦前酒場　ＣＡＺＩＬＯ	 沖 原 嘉次郎	 155-0032 世田谷区代沢5-28-1
明 大 前	 株式会社ファイブエーカンパニｰ	 間 宮　孝 洋	 156-0043 世田谷区松原1-34-16トーア明 大 前マンション1Ｆ
明 大 前	 株式会社エンプロイーサービス	 樋 口　保 隆	 156-0043 世田谷区松原5-2-6　田島ビル３Ｗ
明 大 前	 株式会社ウッディ建材	 中 村　敏 之	 156-0043 世田谷区松原2-42-12第一明 大 前マンション1202号室
明 大 前	 鈴木竹夫公認会計士・税理士事務所	 鈴 木　竹 夫	 156-0043 世田谷区松原2-37-15Ｂシティビルディング明 大 前5階
明 大 前	 株式会社リオプラス	 林　  俊   介	 168-0063 杉並区和泉2-7-14
明 大 前	 有限会社黒済設計事務所	 黒 済　泰 行	 154-0017 世田谷区世田谷3-18-20
梅　  丘	 ベンリーはあとサポート梅丘店	 林  　茂   樹	 154-0022 世田谷区梅丘1-16-3木村ビルディング
梅　  丘	 カラオケスナック　ろん	 七 田　章 子	 154-0021 世田谷区豪徳寺1-54-6
梅　  丘	 有限会社タイム建築設計	 長  瀬   　守	 154-0022 世田谷区梅丘1-4-5
梅　  丘	 一般社団法人日本和食卓文化協会	 岡 村　順 子	 154-0022 世田谷区梅丘2-33-30
梅　  丘		  白 井 せつ子	 154-0021 世田谷区豪徳寺1-14-10
梅　  丘	 ビザ衛門国際行政書士事務所	 丹 羽　秀 男	 150-0043 渋谷区道玄坂2-18-11 サンモール道玄坂215
梅　  丘	 株式会社セレクション	 吉 田　初 枝	 156-0051 世田谷区宮坂3-23-2
梅　  丘	 田中会計事務所	 田 中 健一郎	 156-0043 世田谷区松原1-24-5-202
梅　  丘	 岸本コンサルティング	 岸 本　達 三	 154-0022 世田谷区梅丘1-62-4
梅　  丘	 ｉｃｅ	 角  田  　誠	 156-0052 世田谷区経堂2-25-12
梅　  丘	 有限会社利根無線電気商会	 田部井 秀 幸	 154-0023 世田谷区若林5-36-5
梅　  丘	 あけぼのサービスまごころ館 豪徳寺	 坂 本　晋 二	 168-0072 杉並区高井戸東2-8-9 メゾンドルーエ205
桜 上 水	 株式会社リフトホーム	 岸 江　伸 秀	 156-0045 世田谷区桜上水4-25-17
桜 上 水	 有限会社劉邦	 金 子　堅 一	 156-0045 世田谷区桜上水5-23-11
桜 上 水	 八幡山インドアゴルフＪＯＹ	 末 永　善 裕	 156-0057 世田谷区上北沢4-35-18 ワンダーランド1Ｆ
桜 上 水	 有限会社三光商事	 関　  英  雄	 206-0802 稲城市東長沼3107-1 ＰＩＡタウン21-2Ｆ
経　  堂	 一般財団法人友愛記念財団	 大久保 起延	 156-0052 世田谷区経堂1-39-7 クランツ経堂101
経　  堂	 グリーン・アース・テクノロジー株式会社	 仲 井　淳 一	 156-0052 世田谷区経堂1-28-4-604
経　  堂	 麺希	 植 松　尚 希	 156-0052 世田谷区経堂2-3-9　ハイマーン1Ｆ
経　  堂	 もつやき　かりん	 秋 山　英 之	 156-0051 世田谷区宮坂2-16-3
経　  堂		  長  田  　裕	 156-0052 世田谷区経堂5-33-23-108
経　  堂	 Ｍｕｓｅ	 菅  原　  光	 156-0052 世田谷区経堂2-15-11-2Ｆ
経　  堂	 有限会社天ん洋	 居 関　達治	 156-0052 世田谷区経堂3-2-11
経　  堂	 中岡まき後援会	 中 岡　茉 妃	 156-0043 世田谷区松原1-18-16-101
経　  堂	 中澤塗装	 中 澤　広 幸	 156-0044 世田谷区赤堤1-36-10 第一須賀ビル205
経　  堂	 石川歯科医院	 石  川  　裕	 151-0064 渋谷区上原2-48-11-2Ｆ
経　  堂	 有限会社キューズ はんこ屋さん21 経堂店	 本 岡 良太郎	 156-0051 世田谷区宮坂3-18-1
経　  堂	 ワンズパル事務所	 梯 　 泰  蔵	 156-0055 世田谷区船橋5-22-10
経　  堂	 クイーンズサポートプロデュース	 糸 賀  成 永	 358-0026 埼玉県入間市小谷田1518-418
経　  堂	 世田谷赤堤郵便局	 川  　智 大	 156-0044 世田谷区赤堤5-43-17
経　  堂	 みなと協和法律事務所	 鈴 木　一 洋	 105-0001 港区虎ノ門2-1-1　商船三井ビルディング4階
千歳台・船橋	 株式会社タルガ	 深 見　高 之	 156-0055 世田谷区船橋1-34-7-108
千歳台・船橋	 	 宇津木 由実子	101-0065 千代田区西神田2-6-1-1906
千歳台・船橋		  福 島 理恵子	 154-0014 世田谷区新町2-10-12 ヴィルヌーブ桜新町901
南烏山・粕谷	 有限会社千山の里	 髙 橋　常 樹	 157-0062 世田谷区南烏山2-32-28
南烏山・粕谷	 株式会社アイム・ユニバース	 藍 川　眞 樹	 157-0062 世田谷区南烏山6-38-10
南烏山・粕谷	 株式会社家光清風	 宮 地　悠 紀	 157-0061 世田谷区北烏山1-42-26
南烏山・粕谷	 世田谷区障碍者スポーツ振興会	 小 松　太 祐	 157-0062 世田谷区南烏山6-38-10　ピュアエリート201
南烏山・粕谷	 株式会社スターライフ	 羽 鳥　裕 介	 101-0047 千代田区内神田2-5-2　信交会ビル4F
南烏山・粕谷	 千歳烏山やの歯科	 矢 野　智 也	 157-0065 世田谷区上祖師谷1-2-1
南烏山・粕谷		  池 田　太 郎	 351-0115 埼玉県和光市新倉1-20-15　和光ハイツ412
給田・北烏山	 株式会社中秀工業	 中 村　大 路	 157-0061 世田谷区北烏山3-7-4
給田・北烏山	 株式会社あかばしゃ	 中 島　裕 貴	 157-0061 世田谷区北烏山6-26-24
給田・北烏山	 古川綜合設備	 古 川　龍 彦	 157-0061 世田谷区北烏山8-2-16 サン・ローモンド101号
給田・北烏山	 大竹労務マネジメント事務所	 大 竹　謙 一	 157-0064 世田谷区給田3-34-7　ワービル給田203

新 入 会 員 の ご 紹 介　(順不同・敬称略 )
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　本日は、Ａさんが相談に訪れました。Ａさ
んの相談内容と回答は次の通りです。

Ａさんの質問

　私は、商店街で惣菜店Ｂを経営していま
す。惣菜店Ｂの横には自宅が併設されていま
す。
質問１　先日、私の自宅に高級布団の販売

員甲がやってきて、良い品物だと思い、布団

を買いました。しかし、翌日、家族から、値段

が高いことや、布団が間に合っていることな

どの理由で、契約を解除した方が良いと言

われました。契約を解除することはできるの

でしょうか。

　また、契約を解除することができた場合

に、布団を返還するのに、送料を負担する

必要はあるのでしょうか。

質問２　先日、惣菜店Ｂに販売業者乙が訪

れ、パソコンのウイルス対策機器の契約を

勧誘されました。私は、店舗ではパソコンを

使っていませんでしたが、自宅ではパソコン

を使用していましたので、ウイルス対策機器

を購入し、自宅で使用することにしました。

私は、乙が持参したリース業者丙の契約書

を用いて、惣菜店Ｂの名義で、丙とのリース

契約を申し込みました。

　しかし、翌日調べたところ、契約をしたウ

イルス対策機器が相場よりもかなり高い金

額であることがわかり、契約を解除したいと

思いました。契約を解除することはできるの

でしょうか。

Ａさんへの回答

１. 質問１について

（１）特定商取引法では、訪問販売、電話勧
誘販売、訪問購入、電話勧誘販売（他にも

クーリング・オフの制度を利用することが出
来る取引類型がありますが、ここでは割愛
させて頂きます。また、各取引類型の定義も
紙面の関係で省略させて頂きます。）等の取
引類型においては、クーリング・オフという制
度を利用することが出来ることとされていま
す。
　クーリング・オフとは、一定の期間内であ
れば消費者が業者との間で締結した契約を
一方的に解除できるという制度です。消費者
は、契約から一定の期間内（訪問販売、電話
勧誘販売、訪問購入、電話勧誘販売は８日
間）であれば、クーリング・オフ制度により、
理由を問わず無条件に一方的に申し込みの
撤回、または契約の解除ができることとされ
ています。
　訪問販売とは、「販売業者または役務提
供事業者が、営業所等以外の場所（例えば、
消費者の自宅）で契約して行う商品、権利の
販売または役務の提供等」のことを言いま
す。

（２）本件の場合、Ａさんと甲との契約は、訪
問販売にあたりますので、クーリング・オフの
制度を利用すれば、８日以内であれば、無条
件に甲との契約を解除することが出来ます。
　クーリング・オフの制度を利用して契約を
解除した場合には、販売業者は、商品の引き
取り・返還費用を負担しなければならないこ
ととされています（特定商取引法９条）。
　そのため、Ａさんは、布団の返還にかかる
送料を負担する必要はありません。
２. 質問２について

（１）一見、丙は、Ａさんを訪ねたわけではあ
りませんので、Ａさんと丙とのリース契約は

「訪問販売」に基づく契約とはいえず、クーリ
ング・オフの制度を使うことが出来ないよう

にも思えます。
　しかし、本件のように、乙と丙が、総合して
みれば一つの訪問販売を形成していると認
められる場合には、いずれの者も、訪問販売
業者に当たることとされています。
　したがって、丙は「訪問販売」業者に当た
るといえます。

（２）次に、消費者契約法上、契約をした方が
「営業のため、もしくは、営業として」契約をし
た場合には、クーリング・オフの制度を使うこ
とはできないこととされています。
　今回の場合、一見、Ａさんは、惣菜店Ｂの
名義で丙と契約をしていますので、事業用で
リース契約をしたものであって、クーリング・
オフの制度を利用することが出来ないように
も見えます。
　しかし、一見事業者名で契約を行ってい
たとしても、購入商品が、事業用というよりも
主として個人用・家庭用に使用するための
ものであった場合には、「営業のため、もしく
は、営業として」には当たらない、とされてい
ます。
　今回、Ａさんは、自宅のパソコン用にウイ
ルス対策機器を購入したのですから、「主と
して個人用・家庭用に使用するため」にウイ
ルス対策機器を購入したといえます。そのた
め、クーリング・オフの制度を利用して、丙と
のリース契約を解除することが出来ます。

クーリング・オフについて法  律  相  談

◆愉快な生活の創造と果敢な挑戦◆
☆リネンサプライ　☆クリーニング

　   株式会社 玉川繊維工業所

本社　東京都世田谷区松原 3-40 - 7
　　パインフィールドビル 6 階
TEL　03（3327）1111（代表）

法人・個人の法律問題をサポート致します
　世田谷綜合法律事務所
　所長 弁護士　井上　侑

〈お問い合わせ先〉
〒155-0031  東京都世田谷区

北沢２-23-13 伊達ビル4F
　  ＴＥＬ：0 3 - 5 7 7 9 - 8 2 2 8
（平日10：00〜17：30 土・日・祝日を除く）
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村　上　葬　祭

１．無期転換ルールの概要

　平成 25 年に改正労働契約法が施行されてから、平成30

年４月１日で満５年が経過します。

　大企業などはすでに無期転換権の行使に向け、対策が

講じられておりますが、中小企業においては、まだ準備が

進んでいない状況があります。

　無期転換ルールは、同一の使用者との間で、有期労働契

約が5 年を超えて反復更新された場合、有期契約従業員

（契約社員・パート・アルバイトなど）からの申し込みによ

り、期間の定めのない労働契約に転換されるルールのこ

とです。

　契約期間が1 年の場合、5 回目の更新後の１年間に、無期

転換の申し込み権が発生します。平成 25 年４月に契約し

た場合、有期契約従業員は、平成30 年4 月1 日に更新した

契約が5 回目の更新となり、平成31 年3 月31 日までの契約

期間、無期転換の申し込み権を有することになります。

　無期転換とは、決して正社員にしなさいということで

はありません。労契法18 条では、「現に締結している有期

労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件（当

該労働条件について別段の定めがある部分を除く。）とす

る」しており、契約の期間の定めのない契約にしなければ

ならないとしているものですので、そのあたりをご注意

ください。

２．無期転換に向けての準備

①無期転換権を発生させるかどうか。

無形転換を発生させないとした場合は、契約の更新の上

限を5 年以内とする定めを契約に盛り込むことなどが、考

えられます。しかし、その場合、現在いる有期契約従業員

と更新しないことの合意の確認をどうするかという問題

が出てきますので、該当者への説明など慎重な対応が求

められます。

②無期転換権を行使した労働者の労働条件をどうする

か。

　無期転換を希望した従業員に対して、雇用契約期間以

外の労働条件は、従前のままで契約する場合、雇用契約期

間の変更だけになるため、わかりやすいですが、従業員の

意思確認を明確にするうえでも、③に挙げるように就業

規則の整備はしておくべきだと思います。

　また、“別段の定めがある”場合には、その定め（具体的

には労働協約、労働契約や就業規則とされています。）に

従って無期転換制度を運用できますので、有期従契約業

員と無期転換従業員の業務内容・責任の違いを定め、無期

転換従業員に対して会社が期待する役割をしっかり伝え

る意味でも、同じく就業規則の整備の必要性はあると思

います。

③就業規則の整備

　今後、有期契約従業員を雇用する使用者においては、無

期転換の問題は起こりうることが考えられますので、無

期転換に備えた就業規則が必要になってきます。

　作成するにあたっての留意点として、

１）別途、独立した就業規則を設ける

現在の就業規則を改定して、無期転換に関する条項を盛

り込むよりも、無期転換就業規則を作成したほうが、よ

り明快で無用のトラブルをさせられるとかと思います。

２）無期転換手続きを明確にする

口頭で行うことも可能ですが、トラブルの原因になりか

ねません。申し出の期間や方法など社内手順を明確にし

ておくことが重要かと思います。

そのほか、無期転換権を行使した従業員の定年をどうす

るか、特に60 歳、65 歳を過ぎた有期契約従業員が無期転

換権を行使した場合、いつまで働いてもらうのか、会社

としてあらかじめ第2 定年のようなものを定めておく

ことも必要かと思います。

　厚生労働省では、有期契約労働者の無期転換ポータル

サイト(http://muki.mhlw.go.jp/) を開設し、無期転換ルー

ルの概要や実施の際の注意点など詳しく解説しておりま

すので、ご参考にされたらいかがでしょうか。

「大切ですよ！就業規則」第 41 回  社会保険労務士　大竹 謙一ワンポイント
ア ド バ イ ス

～平成30 年4 月から無期労働契約への転換申し込みが本格化～

◆会社の人事・労務管理ご相談ください◆

大竹労務マネジメント事務所
社会保険労務士　大  竹 　 謙  一

世田谷区給田 3-34-7-203  TEL:03-6671-2878  
　ご相談は、ホームページからもお受け致します。

URL: www.o-roumu.jp 
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経 理 の 知 識
美 容 業 の 税 務 に つ い て

今回は美容業の税務についてご説明していきたいと思います。

1. 売上について
　美容業の売上計上時期は、法人税基本通達2-1-5 で次のよう
に定められています。

（請負による収益の帰属の時期）
　請負による収益の額は、別に定めるものを除き、物の引渡
しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成し
て相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約に
あってはその約した役務の全部を完了した日の属する事業
年度の益金の額に算入する。
　美容業は基本的には物の引き渡しを要しない請負契約に
なりますので、サービスを提供した日に売上を計上します。
　売上に関しては現金取引が多いと思いますが、カード決済
やポイントシステム等を採用しているところもあると思い
ますので、それぞれの特徴をご説明いたします。
①現金売上
　現金売上が多いため売上金を当日又は翌日に通帳へ入金
するという管理が多く見られますが、通達で確認した通り、
売上は通帳入金時ではなくサービスを提供したその日に計
上する必要があります。
　簡便的に通帳入金時に売上を計上している場合は、期末日
直前の売上に計上漏れがないよう注意する必要があります。
②カード決済
　クレジットカードによる売上はレジの記録等から売上の
総額を売掛金と売上に計上します。
　カード会社からの入金額ではなく、カード会社の手数料控
除前の売上の総額を売上に計上するというところがポイン
トです。
③物販等
　シャンプー等を店舗で販売している場合も多いですが、こ
れらの売上も漏れなく計上する必要があります。
　また、決算日には棚卸を実施し棚卸資産として資産に計上
する必要があります。
　なお、これらを従業員等に無償や原価以下で譲渡すると給
与課税の対象になります。

④ポイントシステム
　自社で発行しているポイントカードやスタンプカードが
ある場合は、お客様がポイントやスタンプカードを利用した
際に売上値引きとして処理をします。
　複数の事業者間で発行・利用できるポイントシステムにつ
いては、お客様が自社のサービスを利用してポイントを付与
した時、例えば1 ポイント1 円としてお客様に10 ポイントを
付与した際に、ポイント運営者からその１０ポイント分の10
円の請求があり、10 円をポイント運営者に支払います。　こ
の場合、10 ポイントを付与した時点で10 円の売上値引き又
は販売促進費として処理をします。
　反対に他社で付与された１０ポイントを利用して自社の
料金が10 円安くなった場合は、ポイント運営者に10 円を請
求して入金されますが、この10 円は売上に計上します。
2. 広告宣伝費について
　広告宣伝としてホームページの作成、雑誌への広告等があ
ります。
　ホームページの作成費用は、その内容が頻繁に更新される
ものについては、原則としてホームページが完成してサイト
にアップされた日に広告宣伝費として処理をします。
　ただし、複雑なプログラム（例えば予約システム）を使用
しているホームページの場合は、そのプログラム部分につい
てはソフトウェアとして資産に計上し、耐用年数の5 年間に
わたって減価償却を行います。他の減価償却資産と同様に少
額減価償却資産（30 万円未満）や一括償却資産（20 万円未満）
として処理することも可能です。
　ホームページ作成費用をプログラム部分とその他の部分
とに区分できない場合は、全額をソフトウェアとして計上す
る必要がありますので、支払時の経費として計上したい場合
は区分することが重要です。
　雑誌広告については、掲載紙が販売された日に広告宣伝費
になります。

＊今回は美容業の税務についてご説明いたしましたが、現金
取引が多いため現金の管理を適切に行い、売上に漏れがな
いよう注意しておくことが重要です。

東京税理士会
北沢支部伝授

□ 東京税理士会・北沢支部の紹介：私たち税理士は、税務の専
門家として納税者の皆様の少しでもお役に立てるよう日々
邁進しております。何か税務のことでお困りの際は、東京税
理士会北沢支部までお気軽にご相談下さい。

　東 京 税 理 士 会 北 沢 支 部
　東京都世田谷区松原6 −1 −10 アイリンマンション3B
　電  話： 03(3322)7894 ＦＡＸ : 03(3323)3571
　mail: kitazawa-shibu@ zeirisi-kitazawa. org 

□ 執筆者の紹介
・ 古 野  孝 行
・ 事務所所在地：東京都世田谷区宮坂3-14-15
　                    イーストウイング303
・ TEL : 03-6379-4713 FAX : 03-6379-4694
・ E-Mail: info@furuno-tax. com
・ 事務所ホームページ：
　　　　　　　       www. furuno-tax. com
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寄附の申込方法など
詳しくは右ページを
ご覧ください。
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1. 寄附申出書による申請
世田谷区役所ホームページ (http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/106/153/669/d00156884.html) に

掲載している『寄附申出書』をダウンロードして印刷し、必要事項（①日付 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤寄附
金額 ⑥寄附の目的 ⑦ふるさと納税ワンストップ特例制度の有無）を記入いただき、下記の申込先へ郵送、FAX
または持参によりお申し込み下さい。申込後、申請書に記載のご住所あてに後日納付書を送付いたします。なお、
この寄附はふるさと納税の対象の寄附となります。

ワンスポット特例制度の利用等につきましては、個人のみが対象となります。制度に関するご質問等は下記ま
でお問い合わせください。

法人の場合は、寄附金の全額を損金算入することができます。
スポーツ推進課へ提出してください。スポーツ推進課より、振込用紙（納付書）をお送りします。
指定の金融機関で納付してください。（手数料無料）

2. インターネットによる申請（平成 30 年１月１日から申請できます）
ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」の専用ページにて受付をしています。
以下の URL または右の QR コードを読み取り専用ページへアクセスしてください。

ふるさとチョイス
https://furusato-tax.jp/gcf/248

寄附の申込方法等について

経 堂 支 部  役 員 会 議
　平成 29 年最後の経堂支部役員会

議が、11 月21 日、農大通り商店街、

レストラン「コジコジハウス」にお

いて、午後６時より開催された。

　支部役員およそ 22 名が出席して、本

年最後の忘年会を兼ねた会議で、意見

交換会等も行われた。

　会議では丸山支部長が、役員に対す

る労いの言葉等があり、また今年の会

員勧奨の中間報告等がなされた。

　各役員からは、本部で開催された

其々の委員会報告の発表がなされた

後、組織委員会の理事より、勧奨に対し

て今年は非常に苦戦しているので、役

員各位に今一度の協力をお願いすると

要請された。

     第一部の会議が終了後、第二部の

懇親会では、自己紹介 、会社の宣伝が

行われたのち、２時間近くの懇談が

和
   わ  き  あいあい

気藹藹のうちに進み、懇親会が終了

した。

　この不景気の中、勧奨も大事なこと

だけど、どうやったら現会員仲間の退

会を阻止出来るか、考える時期に来て

いるのでは？…と思うのは私だけであ

ろうか…？

（経堂支部 相談役 上栁 夫）

今年もついに師走に入りました。12

月3 日（土）梅丘支部では、支部活動

の一環として行なっている、「しろや

まフェスティバル」での税金クイズを

行いました。

この日は晴天、暖かで風もなく絶好

の税金クイズ日和。多くの子供達や近

所の方々が集まりました。

三浦の大根をはじめ地元の野菜の

即売や、芋煮、パン、おにぎりなどの販

売。握力テストなどのイベント。子供

向けの輪投げやテニスなども行われ

ました。

支部の役員が 23 名出動して、9 時

から準備に入り、10 時から税金クイ

ズをはじめました。景品として法人会

のボールペン、シャープペンシル、ウ

エットティッシュ、バンドエイドなど

を配布しました。

昼過ぎには目標の 200 名を達成、

活動が終わりました。

終了後、会員さんのお店「そば処福

室庵」で、参加者の有志が集まり楽し

い懇談会を行いました。

（梅丘支部　相談役 広瀬　淡）

【申込・問合せ先】　世田谷区スポーツ推進部スポーツ推進課
〒 154-8504　世 田 谷 区 世 田 谷 4-21-27
TEL. 03-5432-2742 FAX.03-5432-3080

しろやま倶楽部フェスティバル

寄附の申込方法など
詳しくは右ページを
ご覧ください。
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第11回第 12 回 クリーンウォーク
昨年11 回目最後の開催と言われておりましたが今年度

「第12 回クリーンウォーク」を開催の運びとなりました。ま

た今年度公益事業委員会事業として、町を清掃しながら歩

くだけではなく参加者の皆さまとともにゴミを拾いながら

環境について考える、そしてこれらのゴミも税金で処理さ

れているという租税教育も担っている事業でございます。

今年度は烏山地区においてコース変更をし、ゴール地点

をウテナ様のご協力を頂き芦花公園駅そばのウテナ様に隣

接する駐車場とすることが出来ました。

今回のクリーンウォークは、朝から曇り空、時折小雨とあ

いにくのお天気で晴れ女の私の力も及ばずではございまし

たが、168 名の多くの皆様にご参加頂き、無事、事故や怪我

もなくゴール地点まで到着していただくことが出来まし

た。

奥村北沢税務署長様はじめ署員の皆さま、ご協賛企業団

体の皆さま、各支部長様はじめ多くのご参加者の皆さま本

当にありがとうございました。

また、多くの皆様のご協力ご尽力により無事開催できま

したこと心より感謝申し上げます。

（実行委員長　公益事業委員会副委員長　内田 朝代）

《下北沢 A ／下北沢支部チーム》

   下北沢支部では、昭和信用金庫、ＳＭＢＣ日興証券、三井住友

銀行の各金融機関からの参加もいただき、総勢 24 名で、下北

沢駅北口を出発しました。

   鎌倉通り、北沢川緑道、環七、若林、区役所と約１時間半の行

程ではそれほどゴミは多くはありませんでした。

（たばこの吸い殻が一番多かったかと思います。）

 クリーンウォークスタート時は雨の影響はありませんでした。

　途中、雨がぱらぱらときましたが、何とかゴールをきること

ができました。

   無事故の運営ができましたことに御礼申し上げます。

（下北沢支部 副支部長　高久 則男）

《下北沢 B ／代沢・代田支部チーム》
　今回はみずほ銀行様、J:COM 様の多数のご参加を頂き26

名にて今にも泣きそうな空を見上げて少し早めのスタートで

世田谷区役所を目指しました。

　ルートは下北沢駅- 代沢十字路- 環七- 遊歩道- 区役所。いつ

もながらゴミの多いのは街路樹の中ですね。

　特にペットボトル、カン、それも飲み残しが多いですね。たば

この吸い殻も沢山目立ちますね。参加者の方々は最初はゴミを

見つけては拾っていましたが、段々、ゴミが宝ものの様になり

「あった、あった」と叫び、ゴミ拾いを楽しんでいる様でした。

　途中、少し雨に降られましたがなんとか持ち直して最後まで

実施出来た事は、お空さんありがとうです。

　「ゴミを捨てないで資源にする。そして町をきれいにする。」

その気持ちが参加者全員に感じられてとても嬉しく感じまし

た。

　これも参加して頂いたみなさまがいらっしゃったからです。

本当にありがとうございます。感謝致します。

（代沢・代田支部 副支部長 安東 弘文）
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第 12 回 クリーンウォーク

　明大前支部では、J : COM さん、昭和信用金庫さん一行を含む

21 名でのクリーンウォークとなりました。お子様を連れた参加

者や新入会員の参加者もありました。出発点の明大前駅前に集

合し、商店街を通って一旦ゴールと逆方向の甲州街道方面へと

向い、一回り掃除して明大前駅前に戻った後、住宅街を東松原駅

方面へ。

　そのあと東松原の商店街を掃除しながら、北沢税務署の前を

通って梅ヶ丘駅方面に向かっていたところ、例年は北沢川緑道

にて休憩を取るところでしたが、本年は雨が降り出したため、手

前の北沢警察署にお願いして全員ひと休み（写真円内）。

　そこから梅ヶ丘駅脇を通ってゴールの世田谷区役所へと向う

というルートでした。本年も無事、事故なくゴールできほっとひと安心しました。ゴール後

は、お弁当と参加賞を頂いて解散となりました。

　明大前駅周辺は、路上での喫煙が禁止となったため、昨年より吸殻のポイ捨てが減った

印象がありました。　　　　　　　　　　　　　　　（明大前支部 副支部長   山田 稔幸）

《明大前チーム》

　桜上水支部は下高井戸駅前にあります旭鮨総本店前に集

合し、昭和信用金庫さん、J:COM さん、明治大学競走部さ

んのご参加もあり18 名でのクリーンウォークとなりまし

た。私自身は初めての参加になります。担当は最後尾を歩

き、後方から車などが来たら「車が通りま～す！」と大きい

声でみんなに知らせる役割でした。みんながゴミを拾った

後を歩くので小さなゴミしか拾えずにいたのですが、空き

缶を見つけた時には「よっしゃ―」と心の中で叫びました。

　この日唯一の大物です。あいにくの空模様で、途中で雨

が降ったりもしましたが、ゴールに着いたときには雨も上

がっており、暑くもなく寒くもなく心地よい運動にもなり、

終わった後はすがすがしい気分になりました。

（桜上水支部　副支部長　高宮 英輝）

梅丘支部はいつもの梅ヶ丘駅南口ベンチ前に集合、北沢税

務署 奥村署長をはじめ、税務署の方、J:COM 様にご参加い

ただき、総勢  16 名で活動させていただきました。写真は梅

丘商店街の方にお願いし、商店街のゴミ拾いからスタート。

いつも思うこと、商店街の各店の掃除が徹底されていてゴ

ミといえば吸い殻の投げ捨てゴミ、ポイ捨て禁止の意識が

まだまだ浅いことを感じる。タバコがなくならない限り、無

理なことなのかとふと思う。

商店街から遊歩道へ、いつものことだが植え込みの見え

ないところにゴミが多い。ゴミを捨てるという行為分析、ク

リーン啓蒙など頭をよぎるが、クリーンウォーク活動がま

さに北沢法人会啓蒙活動だと思う。

その後、山下商店街から豪徳寺商店街へ豪徳寺駅前花壇に

て恒例の「お団子」休憩、美味しくいただいてラストスパー

ト。皆様お疲れ様でした。

（梅丘支部 副支部長  竹股 克之）

《梅丘チーム》

《桜上水チーム》
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　10 月28 日に開催された北沢法人会のクリーンウォークは、

経堂支部として21 名が参加されました。今回のコースは、小田

急線経堂駅南口を10 時半に出発し、（福昌寺）→農大通り→滝

坂道旧道→大橋→烏山緑道→（鷗友学園）→万葉の小路→補助

128 号線→宮の坂駅→城山通り→（豪徳寺）→烏山川緑道→補

助154 号線→世田谷区役所でした。

　経堂支部のクリーンウォークの特色は、往時の歴史を学びな

がら街をきれいにするところにあり、今回の学びの1 つは、宮坂

区民センターの南側駐輪場の脇にかつて橋が架かっていたこ

とがわかる石柱が無造作に埋められたままになっていること

などを知り、今後、この石柱をどうするのかなど講師の方から

宿題を頂いたクリーンウォークとなりました。 

 （経堂支部 副支部長  岡本のぶ子）

《経堂チーム》

第 12 回 クリーンウォーク

　クリーンウォーク当日は雨模様で、すぐにでも雨が降り出して

もおかしくない天気でしたが、午前中天気はもちました。10 時に

集合して10時 30分に小田急線千歳船橋駅前広場を出発しました。

　みずほ銀行の人たちが２歳のお子様を入れて７人、ジェイコム

の人が３人、エコ・エイトの人が２人、馬場氏と島田で参加者は合

計14 人でした。

　時中楽しく会話しながら、吸い殻やその他のごみは昨年並みで

した。時中休憩15 分取って、12 時 30 分ごろ区役所に到着するこ

とができました。 歩くことは健康に非常に良いので、今後続けて

参加できればと思います。

（千歳台・ 船橋支部 副支部長　島田 照男）

　私達両支部は昨年迄、烏山駅前区民センター広場から世田谷

区役所迄歩きましたが、終点までは2、5 ～3 時間位かかかって

いた為、今年は出発点は同じでしたがゴールは芦花公園駅近く

の㈱ウテナ本館に隣接した天理教千山分教会迄の、一時間位の

道のりで、近過ぎた感ではありました。

　それと、昨年 までのゴールでの区役所広場のセレモニー参

加は達成感があったような気もします。

　数年前と比べ、街中は比較的目立ったゴミも少なく、植込み

の中に入り込んだ缶、ビニールが多少ありました。モラルは確

実に芽生えているように思えます。

　それでも、法人会としてのクリーンウォークは小さな発信で

はありますが、街中で出会う人、特に子供たちに公衆道徳の意

識をより高めているような気もします。

　話題にしてほしいです。もちろん法人会の幟も良い宣伝です。

　参加した私たちは、協賛社の方々も含め、お会いする毎に親

しくなり仲間意識が出て来ました。それと、道程の町が少しず

つ変わっていく様子も楽しめて良かったと思います。

(給田・北烏山支部 副支部長  上村ともえ)

《千歳台・船橋チーム》

《烏山チーム》
給田・北烏山/ 南烏山・粕谷 合同
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給田・北烏山支部 公開税金クイズ&芋煮大会

第 29 回  ボウリング大会

　平成 29 年 11 月 17 日（金）、第 29 回ボウリング

大会が、経堂ボウル（経堂支部会員）にて盛大にボウ

リング大会が開催されました。手に汗握る白熱戦の 2

ゲーム！が繰り広げられ各レーン大歓声の中、和気あ

いあいのボウリング大会となりました。

　表彰式では、豪華賞品の数々を手にした人もしな

かった人もいましたが、その後の懇親会では、天ん洋（経

堂支部会員）さんの美味しいお料理に舌鼓を打ちなが

ら、勝敗は気にせず楽しい異業種交流をすることがで

きました。関係者の皆さま大変にお世話になりました。

　（広報委員  岡本のぶ子）

　今年で29 回を迎える北沢法人会のボウリング大

会が、11 月 17 日（金）午後６時から会員でもある

経堂ボウルを貸し切りにして、54 名の参加を頂いて

盛大に開催されました。

　この大会は飯野会長をはじめ多くの協賛を頂いて

参加者全員に素晴らしい景品が贈られる大会ですが、

今年は特に素晴らしい景品が揃い皆さん大喜びで美

味しいお料理を頂きながら懇談会を行いました。

　また藤倉厚生副委員の司会で成績を振り返り、そ

れぞれが一言発言を行い多いに盛り上がりました。

　来年も皆様のご参加をお待ちしております。

( 厚生委員長  千葉  繁 )

　平成 29 年 11 月 25 日 夕刻、給田・北烏山支部の宍戸コ
ンクリート工業㈱敷地内にて、公開税金クイズ & 芋煮会そ
して炊き出し訓練が開かれました。
　当日は北沢法人会の女性部会と北沢間税会及び成城新
ロータリークラブの方々がお手伝いとして参加して下さ
り、「税金クイズ」で 税への知識と関心を高めながら、宍戸
相談役の地元で採れた野菜もふんだんに入ったヘルシーな

『芋煮』 と世田谷区社会福祉協議会が提供して下さったア
ルファ米を食べながら、近隣の方が多数集まって話もはず
み、ホッと一息つける初冬の風物となりました。
＊アルファ米は長期保存が可能で、お湯でも水でもすぐに食

べる事ができる便利なお米で災害非常時や登山などで使
われています。

（広報副委員長　塩原 孝夫）
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平成 29 年 11 月 15 日( 水)、下北沢支部の移動研修会が

執り行われました。今年の研修先は、一昨年好評だった銚子

市「太陽の里」及びジオパークへの研修となりました。

下北沢支部における移動研修会は、支部会員同士の交流と

新規会員さんが支部活動へスムースに参加できる下地を作

ることに力を注いで立案されています。法人会活動参加の動

機づけとして、まずは会員同士のつながりをサポートし、な

おかつ「入っていて良かった、楽しかった、この仲間たちと

活動をしたい」、そう感じてもらえるような共益事業にして

います。

さて、今回は、約半数が、入会して２年未満の新規会員さん

ばかりでした。下北沢を出発後、午前 10 時半には、ジオパー

クへと到着し、その概要の説明を受け、数千年～2 億年前の

地層、東日本大震災時の崩落場所などを見学し、貴重な地質

遺産について学びました。ジオパークに認定されるために

は、「優れた地形・地質遺産を持つ地域というだけで

はなく、ジオパークを運営する組織・体制が確立され

ており、地質や地形等に関する保全・研究・教育・普

及活動やジオツアーを既に行っている地域」という、

ただの古い地形という要件だけではないということ

を初めて知りました。

その後、「太陽の里」へと移動、昼食をとりながらの

会員同士の交流、そして、裸の付き合いということ

で、会員同士で温泉に入り、絆を強めたと感じていま

す。もちろん、男女混浴ではありませんでしたが、や

はりお湯につかりながらの会話は、普段の付き合い

とはまた一線を画し、親密になるきっかけとして大

いに貢献できたと感じています。

今後もバラエティーに富んだ内容を考え、様々な時間帯を

考慮し、より多くの支部会員が参加できるよう工夫し、企画

できたらと思います。最後に、今回の移動研修会の企画運営

をしていただいた、実行委員長の佐軒昌子氏、副実行委員長

の高塚忠宏氏、及び参加してくださった支部会員さんに感謝

いたします。　　　　　（下北沢支部 副支部長 長沼 洋一郎）

下 北 沢 支 部  バ ス 移 動 研 修 会

経堂支部  平成 29 年度 天狗会ゴルフコンペ
経堂支部では、会員相互の親睦を深めるゴルフコ

ンペを11 月８日（水）富岡カントリークラブで開催

いたしました。

当日は、経堂駅前を６時に出発、行きのバスでは、

丸山支部長の挨拶から始まり、組み合わせ・競技説

明が行われ、８時過ぎに到着。記念撮影のあと、７組

28 名がアウト・インに別れ、９時に同時スタートし

ました。	

天候は雨の予報が出ていましたが、雨も降らず快

適にゴルフを楽しみ親睦を図ることができました。	

表彰式は帰りのバスの中で行われ、発表を馬場副

支部長、商品授与を丸山支部長が行いました。

優勝は、佐藤雅信様（競技方法はシンぺリアル方式でグ

ロス105・ハンディ27.6・ネット74.4）、２位和田甫様、３

位小川肇様でした。

今回も多数の副賞提供者に感謝申し上げます。参加者の

皆さまありがとうございました。

　来年 11 月天狗会の参加お待ちしています。

（経堂支部 副支部長  佐々木 一）
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　平成 29 年 11 月 9 日（木）、秋の箱根へ庭園散策と美術・

銀色に輝くススキの鑑賞に40 名の参加で行ってきました。

　当日は、参加者様の日頃の行いが良かったのでしょうか最

高のお天気に恵まれ行楽日和になりました。厚木方面あたり

から日本一の富士山に出迎えられ箱根へと向かいました。

　箱根湯本からの道は箱根駅伝の道路でよくこの坂道をマ

ラソンで上がれるものだと感心させられます。富士屋ホテ

ルを左に観てやがて強羅公園に到着、園内をゆっくりと歩

き、すっかり秋を感じられる紅葉が日頃の疲れを癒してく

れました。

　移動をしてポーラ美術館では美味しいランチを頂き、開館 

15 周年の特別開催「100 点の名画でめぐる 100 年の旅」と

称してマネ・モネ・ルノアール・ゴッホ・ルソーなど素晴ら

しい作品が展示してあり、心に残る絵画芸術を鑑賞させてい

ただきました。次のガラスの森美術館では偶然バイオリニス

トの演奏が行われておりイタリアに来ているような雰囲気

の中、きれいなガラス細工を観て廻り仙石原の銀色に輝いて

いるススキをバスの中から鑑賞して帰路に向かいました。

　バスの中では、名司会者の藤倉さん、千葉さんが朝から最

後の最後まで全員を笑いのツボにはめ、皆様がこんな楽し

いバス研修は笑いで顔にしわが出来てもまた来ますと言っ

ていました。皆様に大変喜んでいただき、有意義なバス研修

会が出来ました事を感謝いたします。

　（梅丘支部長　佐藤　寛、）

明大前支部・梅丘支部 バ ス 移 動 研 修

   　平成 29 年 11 月 21 日（火） 17

時より、昭和信用金庫 下高井戸支店に

て「アイデア理論体感ワークショップ」

を開きました。

　講師は当支部の（株）CAN 代表取締

役 加納幸典氏で、『アイデアは一部の

天才やアイデアマンだけが出せるもの

ではなく、誰でも簡単にひらめくこと

ができます。そんなアイデア発想法を体感いただくワーク

ショップです。今までにやったことがないダイスを使った

自己紹介ワーク、自分の欲求がわかる欲求カードワークで

楽しく体感いただけます。』という案内パンフレットの触れ

込み以上の大変楽しく役立つ内容で、出席者参加型の研修

会でした。

　上の写真のよ

うに文字が書か

れた３つのダイ

スを振って、その

時に出た文字の

組み合わせで様々なストーリーの話を皆の前で発表するこ

とにより、即興で皆に話をする事は頭脳に刺激を与え、発想

の転換でアイディアが生まれるというユニーク な 方 法 で、

他の人の話を聞くのも興味津々…でありました。

　終了後は近隣の『串Dining きちんと』にて懇親会を開き

ました。　　　　　　 　（明大前支部 副支部長 塩原 孝夫）

明大前支部  支 部 研 修 会

講師：加納幸典氏

税
金
ク
イ
ズ
の
答
え

第１問　答え　②　力士
プロスポーツ選手に支払う報酬は原則として源泉徴収の
対象となっていますが、法令により限定列挙されていま
す。　大相撲の力士は日本相撲協会から給与の支払いを
受けています。サラリーマンという立場であり、プロレス
ラーやプロボクサーのように興行主からファイトマネー
を受け取るという関係にはありませんのでその報酬が源
泉徴収の対象となるプロスポーツ選手からは外されてい
ます。

第２問　答え　②　プロゴルファーのホールインワン賞の賞金
プロゴルファーはゴルフを業としています。ゴルフを業としてい
る以上、提供すべき役務はゴルフであり、ゴルフの対価として金
銭を受け取っているはずです。それ以外の行為で金銭を受け取る
こともあるかもしれませんが、それは事業者が事業として行って
いることにはならないので、消費税という文脈では不課税取引と
いうことになります。サラリーマンはそもそも事業者ではないの
で、何をやろうと納税義務者として消費税の課税取引の主体には
なりません
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平成 29年 11月３日(金)希望丘公園にて、ふれあいまつ

りが開催され、私達支部も、税金クイズ・焼き鳥・綿菓子を

計画し、参加しました。

焼き鳥は、大人気のうち早目に完売。綿菓子は、当日急用

等で人手不足となり、やむなく中止。残念がられる声しきり

でした。

毎回恒例の税金クイズも『勉強になった』と、今回も好評

で予定数を達成しました。景品は花の苗、これも大好評。『こ

の活動に感激したので…』と進んで法人会の件を聞きたい

という人も現れ、加入を願いながら皆で喜び合う嬉しい一

幕もありました。

組織委員会は、話し合いに力を入れ、入会を約束しまし

た。これからはいつでも入会の資料を持参して歩こう…と

意気軒
けんこう

昂。綿菓子は、子ども達には楽しみで人気があるだけ

に、今日は可哀想でした。どうしたら良いのか、今後に課題

を残しました。　　（千歳台・船橋支部 副支部長 田川 紘子）

ふれあい祭りは、毎年参加者が増え今年も天気に恵まれ数

千人の参加のもと盛大に行われました。

北沢法人会千歳台・船橋支部の行事として毎年参加協力し

ております。

当日は、税金クイズ300 名分を用意、あっという間に300

名のクイズ回答を頂きました。北沢法人会税金クイズは、地

元のお祭りや催しがあると当支部として毎回参加をしてい

ることもあり、認知されるようになり、今回も列をなして回

答をいただくようになりました。次回は 500 名分の用意を

考えております。

他、祭りは、舞台でのダンス発表会、消防によるはしご車の

パフォーマンス、焼き鳥、綿あめ、餅つき、たこ焼き、トン汁な

ど色々な地元各団体の素人露天が立ち並び、植木や鉢植え販

売もあり、賑やかな北沢法人会をアピール出来た楽しんだ１

日でした。千歳台・船橋支部会員の皆様のご参加とご協力を

よろしくお願いいたします。

（千歳台・船橋支部 副支部長 大塚 好昭）

千歳台・船橋支部 ふれあいまつり

　平成 29 年 11 月 17 日 ( 金 ) 南烏山・粕谷支部にて恒例

の日帰りバス研修が行われました。

　小学校以来 40 数年振りに国会議事堂内部の見学案内を

していただき、改めて感動・関心を致しました。

　皆さんご存知ですか？国会の鯉は一匹60 万円とか、壁に

は古代の化石が埋まっているとか、中心部の広間には三体

の銅像があって…等々、なかなか楽しい大人の冒険でした。

　国会開会中なので記者やカメラマンや生の国会議員の

方々を見てリアルなものを肌で感じました。その後は、「割

烹レストラン紫乃」さんで楽しい昼食にあずかり、次の研

修先の「キッコーマンもの知りしょうゆ館」へと向かい、

またそこでは、醤油の歴史、製造工程を分かり易く案内し

ていただき、お土産に醤油（ペットボトル型）を頂き帰路

につきました。

　車内では、税金クイズ、ビンゴゲーム、カラオケ大会な

ど盛り沢山の内容の中、無事烏山に帰ってまいりました。

　私は毎回新しい会員の方との出会いを楽しみに参加させ

ていただいております。

　今回、幹事をお一人で引き受け、ご自分の仕事をこなし

ながらも会員のためにご尽力いただきました田村さんには

大変感謝しておりますと共にありがとうございました。

（南烏山・粕谷支部　杉 田  治）

南烏山・粕谷支部 日 帰 り バ ス 研 修



― 33 ―

下 北 沢 支 部  極   鶏 （ ご く ち ー ）下 北 沢 店
唐揚と超炭酸ハイボールを

ぐびぐび楽しむ小さな店

（10 坪）です。

全席22 席でテーブルは約

10 名、店の貸切は15 名様

から可能

貸切プランはお一人様4000 円（税込み）で唐揚食べ放題

呑み放題プランをご用意しております！

是非カリ！っとジューシーな唐揚と名物の1 リットル海

賊ハイボールを呑みに来てください。

世田谷区北沢2-33-6 奥田ビル1 階
定休日 無し
平日18:00 ～24:00（Lo23:00）
土日祝12:00 ～24:00（Lo23:00）
TEL03-6796-2108

会 員 紹 介

下 北 沢 支 部    シ ン バ ル
下北沢南口から徒歩4 分、ヨガインストラクターでもあ

る店主が営む、ノーチャージの気軽なCafe&Barです。座

り心地の良い椅子と、天井が高い落ち着いた空間、美味し

いコーヒー、日本のクラフトジンやフルーツを使った季

節のドリンクをお楽しみいただけます。

週末はカフェ営業も行なっているため、厳選した豆を使

用し、一杯ずつ丁寧に入れる珈琲や、スパイスたっぷりの

添加物不使用チャイミルクティー、ヴィーガンやベジタ

リアンの方にも対応した動物性不使用のスィーツがあ

ります。お食事はスパイスをふんだんに使ったトマトチ

キンカレーと、どこか懐かしい喫茶風ナポリタンは人気

の一品です。店内は天井が高く、欧風の落ち着いた空間。

バーカウンターはトルコ

風タイルであしらわれて

おり、ここにしかない空間

を演出しています。

また月に一回、定休日を利

用してアコースティック

ライヴを開催しています。

入場料フリー、プロアマ問

わず、演奏したい方、歌い

たい方は飛び入り参加可

能です。音楽ライブや色々

な企画、空間を介して、

世代を超えて人と関わ

ることを楽しんでいた

だけたら嬉しいです。

ぜひ女性一人でも安心

していらして下さい。

世田谷区代沢5-1-13 露崎商店ビル2F
定休日 火曜
Bar タイム 19:00 ～26:00
週末カフェ( 毎週土日)14:00 ～18:00
TEL03-6453-2622

会 員 紹 介
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リ レ ー 後 記

−　訃　　報　−
謹んでご冥福を

お祈り申し上げます。
給田・北烏山支部会員
平成29年11月ご逝去

大雄電設工業株式会社 
前社長

喜々津　英二 氏

◇なぜ年を取ると時間の流れを
早く感じるのか◇

　色々な説はあると思うが、世間では次
の三つの理由を聞くことが多い。「ジャ
ネーの法則」「心的速度の低下」「経験に
よる鮮度の低下」の三つらしい。
　「ジャネーの法則」を簡単に説明する
と、10 歳の子供の5 年は、人生の「2 分の
1」、50 歳の大人の5 年は、人生の「10 分
の1」、「2 分の1」と「10 分の1」ではどち
らが割合として大きいか。当然、「2 分の
1」のほうが大きいので、10 歳の子供の5
年のほうが長いことになる。
　「心的速度の低下」は、身体能力が落ち
ることで体内の時計の進み方が遅れて
いるにも関わらず、周りの時間の速度は
不変なので、相対的に時間の経過が早く
感じられるというやつ。確かに若いころ
に比べると間違い探しや名簿での当該
人物を探すのに苦労するなど頭の回転
も体の動きも遅くなる。自分が遅くなっ

たせいで時間の流れが早く感じられる
ということだろう。
　「経験による鮮度の低下」は、新しい体
験は、脳への刺激となり、濃い時間を経験
できるために長く感じ、すでに経験して
いてただのルーチンワークになると、脳
への刺激がなくなり、薄い時間になるた
め短く感じるということらしい。子供の
ころは、体験することが初めての経験で
あることが多く、歳を取れば、子供の頃に
比べて経験済みのことが多くなるから、
やはり子供のころのほうが濃い時間を経
験しているというのは納得できる。
　と、ここまで書いてきて、ちょっと違う
んじゃないかと思った。自分が将来老人
になるのを実感できない子供にとって
の「永遠だと錯覚するほど長い残りの
人生」に比べての5 年と、そろそろ人生の
半分すぎたころかなーと意識しだす大人
にとっての「意識できるほど短い残りの
人生」に比べての5 年だったら、割合は逆

転する。忙しく動いているときのほうが、
時間を忘れて早く感じるし、ただ何もせ
ずぼーっとしている待ち時間は遅く感じ
る。新しい体験は楽しいと感じることが
多く、楽しい時間は早く過ぎるが、何の新
鮮味もない単純な作業の繰り返しをして
いる時間はとても遅く感じる。
　ここで、考えるのを辞めた。結局その
人の主観と回想した時の感覚がそれぞ
れ異なるのだから、一律にこうだ！って
のはないんじゃないかな。
　そういえば、この原稿の締め切りって
すぐ来たよなぁ。

　（下北沢支部　長沼洋一郎）

◇古希を迎えて◇
　いやぁ〜いつの間にか 70 歳、最近特に
感じる事は、自動車の運転がえらく億劫
になってきたこと。
　特に夜間や雨の日は、運転がしたくな
くなりました。そして先日、運転免許を取
得して 54 年、初めて人身事故を起こし
てしまいました。その日は夜雨で、いつも
通っているT 字路交差点、傘をさし黒い
服を着た方でしたが全く気が付きません
でした。速度はほとんど出ていなかった
のですが気が付いた時相手の方は歩道上
に倒れていました。

　当たったか当たらないかでしたが、救
急車に来ていただき関東中央病院に搬送
して頂き診察、軽微な打撲で済んだのが
不幸中の幸いでした。
　事故当日、警察実況見分処理、相手の方
の葛飾青戸の自宅までお送りし終わりま
した。
　後日、違反点数の通知が来て５点の減
点、免停もなく罰金はありませんでした。
そんなこともあり余計に運転が嫌になり
ました。そこで極力車での移動はやめて、
バス、電車での移動に切り替えました。
　今回 70 歳以上に発行している東京都

シルバーパス（都内のバス・都営地下鉄・
都電、日暮里舎人ライナー無料パス）を取
得、利用するようにしました。しかし、シ
ルバーパスのために東京都は、関連会社
に 200 億円も使っていることがわかり、
ちょっと気が引けました。 納税をしてい
る方に申し訳なく思いましたが、でも「あ
りがとう」という気持ちです。
　車の免許証の返納は次回の更新時に考
えようと思っている今日この頃です。

（千歳台・船橋支部 大塚 好昭）
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◇謹賀新年◇
　あけましておめでとうございます。
　新しい年の始まりは心機一転の良い機
会かと毎年思っている。また、誕生日も2
月に控え、年と歳の切り換え時期でもあ
る。還暦もすぎ 62 歳を迎えることにな
る。改めて生活に関して思うこと、衣食住
の考えを新たにする時期かとも思う。
　最近物欲がなくなっているように感
じ、衣に関してはブランド物には興味も
なく、必要最低限の＋αで十分。食につ
いては、贅沢な料理よりもコミュニケー
ションの場として大切に考えている。住
に関しては、近隣の住環境にとても満足
しており、近隣の方とも仲良く過ごして
いる。今の生活は心身ともに充実してい
るのではないかと思う。

　歳を重ねる今、夢が薄らいでくると同
時に、終活も考えなくてはならない。夢
は・・・あります。（ナイショ）
　社会人としての終活は次世代への後
継、引継ぎ、そして引き際を見極めるこ
とだと思っている。
　仕事しかり、市民活動しかり、《俺が俺
が…》の世代ではないと思う。人に継ぐ
難しさは誰しも経験あると思うが、「や
って見せて　言って聞かせて　させて
見せて　褒めてやらねば　人は動かじ」
この名言は引き継ぐために大切な心声
と感じている。今年はこの心声と「万事
素直」の座右の銘でコラボレーションし
ていこうと思う。

（梅丘支部　竹股 克之 )






